
総 合 整 備 計 画 書 

 

村上市 中継辺地 
 

１．辺地の概況 

 (1) 人口及び世帯数  225 人  79 世帯 

   （うち地域の中心を含む５㎢以内の面積の区域の人口 225 人 79 世帯） 

 (2) 面積           宅 地  0.06 ㎢ 

       7.40  ㎢    農 地  0.53 ㎢ 

                山 林  5.02 ㎢ 

                その他  1.79 ㎢ 

 (3) 辺地を構成する町又は字の名称  村上市中継 

 (4) 地域の中心の位置  村上市中継 546 番地 17 

 (5) 辺地度点数  268 点 
 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

 (1) 辺地の地勢及び住民の日常生活の現況 

   中継辺地は、市役所所在地から30.5㎞の山間に位置し、冬期間は積雪量

が多く、自然条件も厳しい過疎の進む地域である。集落の主幹産業は農林

業が中心であるが、経営規模は零細で、そのほとんどが兼業であり、後継

者となる青年層は市外流出や長距離通勤を余儀なくされている。 
   本地区の農業集落排水処理施設である中継処理場は、平成９年度に着工

し、平成12年２月より供用を開始している。供用開始から20年以上が経過

し、機械・電気設備の劣化による処理能力の低下や、耐用年数を超過して

いる事が原因と考えられる故障や修繕が多くなってきており、今後、機能

低下や突発的な故障が懸念される状況にある。 

 (2) 公共的施設の整備についての基本方針 

   供用開始以来、中継処理場は生活雑排水の処理により、本地域の農業用

用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持及び農村生活環境の改善

を図り、あわせて公共水域の保全に寄与してきた重要な施設である。この

ことから、本施設の機能強化工事（設備・機器の更新工事）を実施するこ

とは、これらを維持するうえで重要な役割を担う。 

 (3) 各区分の施設整備についての方針 

  ウ. 生活環境施設等厚生施設の整備及び医療の確保 

    機能強化工事を実施し、本施設を適切に機能させることで、今後も安

定した水質及び農村生活環境の維持向上を図る。 
 

 

 

 

 



３．公共的施設の整備計画 

  令和７年～９年度 （３か年）             （単位：千円） 

番 

号 
施 設 名 事業主体 

事業費 

① 

財 源 内 訳 一般財源のうち 

辺地対策事業債 

の予定額 

特定財源 

② 

一般財源 

①－②  ③ 

１ 中継地区農村

整備事業（農

業集落排水施

設整備事業） 

村上市 152,000 76,000 76,000 38,000 

合   計 152,000 76,000 76,000 38,000 

 


